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令和７年３月２７日 

京都市建設局自転車政策推進室 
 

令和７年度京都市民間自転車等駐車場整備助成金の対象事業の募集 
〜「最大６００万円!!」 民間駐輪場の整備を支援します〜 

 
京都市では、民間自転車等駐車場の整備を促進するため、「民間自転車等駐車場整備助成

制度」を運用し、立地上の理由等により公共の駐輪場を整備していくことが困難な地域にお
いて、民間活力による自転車等駐車場（以下「駐輪場」という。）の整備を進めています。 

この度、令和７年度の対象事業を募集します。 
 

【対象となる事業】 
● 駐輪場の設備や立地等に関する要件 

・ 不特定多数の者が利用できる駐輪場であること 
・ 原動機付自転車及び自動二輪車を収容する場合、全体の収容台数の２分の１以上が自

転車専用の駐輪場であること 
・ 別紙の範囲内に設置される駐輪場であること 
・ 駐輪場の位置や構造等について、利用者の安全が確保できており、自転車等が容易に

駐車できること 
・ 防犯カメラ等の安全対策を実施した駐輪場であること 

● 申請者に関する要件 
・ 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的な推進に関する法律第５

条第２項に基づき鉄道事業者等が整備する駐輪場でないこと 
・ 本市が出資金、基本金その他これらに準じるものの４分の１以上を出資している法人

により整備する駐輪場でないこと 
● その他の要件  

・ 継続して５年以上運営する予定の駐輪場であること 
・ 中止や廃止の申請が１年以内にされた駐輪場でないこと 
 

なお、過去に本制度による助成金を受けて整備された駐輪場についても、再整備を行う
ことが可能です。その際は、⑴〜⑶の要件に加え、 
 ・ 既存の駐輪場を５年以上運営したものであること 
 ・ 主要な駐輪設備を一体的に更新する整備であること 
 などの要件が必要です。詳細はお問い合わせください。 



 

【申請から助成金交付までのスケジュール】 
● 受付期間  

令和７年４月１日（火）から通年で募集します。 
（予算がなくなり次第、受付を終了します。） 

● 申請と整備工事の着工 
事前に、予算の執行状況を必ず御確認ください。申請受理後、本市にて事業内容を審査 

し、結果を申請者に通知します。整備工事は、この通知の後に着工していただきます。（通
知前に着工した場合は、助成金の対象外となります。） 

● 工事完了届と交付請求 
整備工事完了後、工事完了届を本市に御提出ください。本市にて、工事内容の審査及び 

交付額の決定を行い、申請者に通知します。この通知の到着後、本市へ助成金の交付請求
書を御提出ください。（交付請求書の提出後、３０日程度で指定の口座に振り込みます。） 

● 開設後 
開設（再整備の場合は、再整備が終了し、運営の再開時）から５年間は、運営状況を報 

告していただく必要があります。また、本市が駐輪場の場所等を案内している「京都市サ
イクルサイト」への掲載にも御協力ください。 
● その他 

開設（再整備の場合は、再整備が終了し、運営を再開時）から５年を経過せずに閉鎖等 
を行う場合、助成金の返還のほか、京都市補助金等の交付等に関する条例に基づく加算金
の請求の対象となります。 

 
【助成金の額】 

助成金の額は、以下の⑴及び⑵によります。 
⑴ 合否の判定と助成額の上限 
  助成要件を満たした駐輪場整備について、立地条件や施設内容等の観点から採点を

行い、６０点以上の評点を得られた事業に対して、助成を行うものとします。 
なお、評点ごとの助成額の上限は次のとおりです。 

評点（１００点満点） 助成額の上限 

８０点以上（都心部に限る。） ６００万円 

７０点以上 ４００万円 

６０点以上 ３００万円 

 
 



 

⑵ 助成金の額の算定 
  次のア、イのいずれか低い方の額に２分の１を乗じた額（千円未満は切捨て）としま

す。ただし、当該年度の予算の範囲内で支給できる額までとします。 
ア 駐輪場設置のための土地取得費を除く建設費及び駐車器具整備費の合計額 
イ 下表の１台当たりの設備費に収容台数（原動機付自転車及び自動二輪車につい

ては、１台につき自転車１．５台分として計算する。）を乗じて算出した額 

設置形式 １台当たりの設備費 

平面式 ６０，０００円   

立体式（機械式を含む。） １００，０００円   

備考 立体式とは２階建て以上の建築物をいい、機械式とは機械収納型をいう。 
 
詳しくは、京都市のホームページ「京都市情報館」を御参照ください。 
URL：https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000061122.html 
 

＜提出及び問合せ先＞ 
〒６０４−８５７１ 
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 
京都市建設局自転車政策推進室 
電話：０７５−２２２−３５６５ 
午前８時４５分から午後５時３０分まで（土日祝及び年末年始を除く。） 
 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000061122.html


 

民間自転車等駐車場整備助成対象事業の対象地域 

 ○この助成事業は、以下のエリアへの自転車等駐車場整備を対象とします。 
・都心部 

御池通から北へ概ね２５０ｍ、烏丸通から西へ概ね２５０ｍ、四条通から南へ概ね 
２５０ｍ、各々の位置に引いた線と鴨川に囲まれた範囲とします。（概ね２５０ｍの 
起点は、各通りの中心線） 

＜都心部のイメージ図＞ 
※ この図は、この基準における「都心部」の大まかな範囲をイメージとして示すもの

です。範囲の詳細については別途確認が必要です。 

 
  ・以下の鉄道駅の出入口又はバス停から歩行距離概ね２５０ｍ以内の場所 
   鉄道駅：出町柳駅（京阪電気鉄道）、伏見桃山駅（京阪電気鉄道）、京都河原町駅
（阪急電鉄）、烏丸御池駅（市営地下鉄）、京都市役所前駅（市営地下鉄）、四条駅（市営
地下鉄）、三条京阪駅（市営地下鉄）、東山駅（市営地下鉄）、十条駅（市営地下鉄） 
   バス停：百万遍（市バス） 

別紙 


